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令和2年7月31日版  

 

  

本手引書は、補助金の交付申請に関するガイドです。 

○「事業計画認定通知書」の受領 

○「補助金交付申請書」及び「消費税額の取扱い」の作成・提出 

○「補助金交付決定通知書」の受領 

 

※補助対象事業の開始日（改修工事等の発注・注文・契約等を行うことができ

る日）は、補助金の交付決定日（交付決定通知書の日付）以降となります。 

 宿泊施設バリアフリー化促進事業計画の認定日ではありませんのでご注意く

ださい。 

 

【問い合わせ先】 

   観光庁観光産業課 

   住所：〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2 

   電話：03-5253-8330 

 

   受付時間：10：00～12：00，13：00～17：00 

（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

 

   ※第４回公募と問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。 
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１．事業のスキーム（業務フロー）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑨補助金支払請求（様式第 1－17） 

申
請
者
（
旅
館
・
ホ
テ
ル
等
の
宿
泊
事
業
者
） 

⑤補助金交付決定通知（様式第 1－7－2） 

有識者委員会 

②計画の審査・認定 

⑥ 
バリアフリー化改修等 
（補助対象事業）の実施 

⑧補助金の額の確定通知（様式第 1－16） 

⑩補助金交付（支払） 

① 応募（計画認定申請）（様式第 1－1－2） 

⑦補助対象事業完了実績報告（様式第 1－15） 

④補助金交付申請（様式第 1－5、1－6） 

③計画認定通知（様式第 1－2－2） 

国
土
交
通
大
臣 
（
事
務
局
：
観
光
庁
） 

今回のご案内範囲 

※電子申請システム（Ｊグランツ）により申請している

申請者は、引き続き電子申請システム（J グランツ）に

より申請 
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＜想定スケジュール＞ 

① 応募（計画認定申請） 

【申請者 → 観光庁】 
令和 2年 7月 31 日～9月 11 日 

② 計画の審査・認定 

【観光庁＋有識者委員会】 
①の計画認定申請書の受領から随時実施 

③ 計画認定通知 

【観光庁 → 申請者】 
①の計画認定申請書の受領から 1 ヶ月程度が目安 

④ 補助金交付申請 

【申請者 → 観光庁】 
③の計画認定通知日から 2 週間以内に提出 

⑤ 補助金交付決定通知 

【観光庁 → 申請者】 
④の交付申請があり次第、随時交付を決定・通知 

⑥ 補助対象事業の実施 

【申請者】 

⑤の交付決定（通知）日以降、補助対象事業（バリアフ

リー化改修工事等）の発注・契約が可能 

令和 3年 2月 28 日までに補助対象事業完了（工事完成引

渡し、工事代金支払いまで） 

⑦ 補助対象事業完了実績報告 

【申請者 → 観光庁】 

⑥の補助対象事業完了後 30 日以内 

（遅くても令和 3年 3月 5 日までに提出） 

⑧ 補助対象事業の完了確認、補助

金の額の確定通知 

【観光庁 → 申請者】 

⑦の事業完了実績報告があり次第、随時審査（必要に応

じて現地調査）→補助金の額確定通知 

⑨ 補助金支払請求 

【申請者 → 観光庁】 
補助金の額の確定通知があり次第、速やかに提出 

⑩ 補助金交付（支払） 

【観光庁 → 申請者】 

補助金の支払請求があり次第、随時支払い 

（遅くても令和 3年 4 月末まで） 

※上記スケジュールは、現時点における想定であり諸事情により変動する場合があります。 

  

今回のご案内範囲 
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２．計画認定、補助金交付申請、補助金交付決定・通知の流れ  

 

 事業計画の認定から補助金の交付決定通知までの業務の流れと関連書類は下記のとおりです。 
 

 
  

① 計画認定 
② 計画認定通知書送付 
③ 認定計画のホームページ

掲載 
④ 補助金交付申請関係資料

（交付申請の手引き、申

請書記入例等）のホーム

ページ掲載 

① 計画認定通知書の受領 
② 補助金交付申請へ 

① 交付申請書類の受理 
② 内容審査 
③ 内容に不備があれば修正

依頼 
④ 交付申請内容の承認 

① 様式第 1-5（交付申請書）の作

成 
② 様式第 1-5 別紙（交付申請書

別紙）の作成 
③ 様式第 1-6（消費税額の取り扱

い）の作成 
④ 口座登録申請書の作成 
⑤ セルフチェックシートでチェ

ック 
⑥ 書類提出 

観光庁 宿泊事業者 

計
画
認
定 

補
助
金
交
付
申
請
・
審
査 

補
助
金
交
付
決
定
・
通
知 

① 交付決定 
② 交付決定通知書等送付 

① 交付決定通知書の受領・確認 
② 補助対象事業（改修工事等）

の実施へ 
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３．交付申請時の提出書類及び確認・注意事項  

 

（１）交付申請とは 

交付申請とは、認定を受けた「宿泊施設バリアフリー化促進事業計画」に基づき実施する

補助対象事業について、補助対象事業者（補助対象事業を実施する宿泊事業者）が補助金の

交付を申請するものです。 

 

（２）交付申請書の提出期限 

  宿泊施設バリアフリー化促進事業計画認定の通知をうけてから２週間以内に、交付申請書

を作成し提出してください。 

交付申請書（様式第１－５）は随時受付を行い、申請内容の審査、承認を経て交付決定と

なります。観光庁が交付申請書の内容を確認し、書類の不足・記入漏れ等がある場合は補助

対象事業者へ修正を依頼することがあります。 

なお、補助対象事業の開始日（改修工事等の発注、注文、契約等を行うことができる日

付）は交付決定日以降となりますので、なるべく早めに交付申請書を提出してください。 

交付決定日より前に事業を開始した場合は、補助金交付の対象外となります。 

 

（３）交付申請時の提出書類 

補助対象事業者は、下記書類を整えて（４）の申請書類送付先に提出してください。 

また、補助対象事業者は、下記書類の原本又は写しを、当該補助対象事業が完了した翌年

度から５年間（2020 年度～2024 年度までの５年間）保管してください。 

これらの書類は、観光庁からの問い合わせや会計検査院の実地検査等で必要となります。 

 

提出書類 部数／種別 

①交付申請セルフチェックシート １部／原本 

②補助金交付申請書（様式第１－５） １部／原本 

③補助金交付申請書（様式第１－５ 別紙） １部／原本 

④消費税額の取り扱い（様式第１－６） １部／原本 

⑤口座登録申請書ならびに通帳表紙・表紙裏のコピー １部／コピー 

※提出書類は後述の「（６）交付申請時提出書類の並べ方」に従って整えた上で、提出して

ください。 
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（４）交付申請書類の送付先及び送付方法 

申請書類は、下記の送付先へ郵送してください。 

【申請書類送付先】 

  観光庁観光産業課 

  住所：〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

  ※第４回（2020 年第１期）とは、送付先が異なりますのでご注意ください。 

 

※申請書類の提出は、配達されたことが記録として残る「簡易書留」「特定記録」等で送付

してください。 

※封筒等外包装の表面へ「第５回宿泊施設バリアフリー補助金交付申請書類在中」と朱書

きしてください。 

※交付申請書類の作成、送付等に係る費用は申請者の負担となります。 

 

 （５）補助対象事業について 

   補助金交付申請は、認定された宿泊施設バリアフリー化促進事業計画のとおりの内容で申

請されることを前提としています。このため、計画認定申請時に添付していただいた見積書

（２社以上）や図面等の事業内容を確認するための資料については、原則として再提出を求

めません。 

   経済的・効率的等の理由により、認定宿泊施設バリアフリー化促進事業計画を変更しよう

とするときは、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 

 

（６）交付申請時提出書類の並べ方 

提出する書類は、以下の順番で、片面印刷で左肩を“クリップ留め”としてください。

（ホチキス留めは厳禁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通
帳
の
コ
ピ
ー 

口
座
登
録
申
請
書 

様
式
第
１-

６ 

様
式
第
１-

５ 

別
紙 

様
式
第
１-

５ 

交
付
申
請
セ
ル
フ 

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト 

① 
② 

③ 
④ 

⑤ 
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（７）交付申請セルフチェックシート 

申請書提出の前に、観光庁ホームページよりダウンロードした交付申請セルフチェックシ

ートで、申請関係書類に不足・不備・記入相違等が無いよう自己チェックを行った上で、当

該セルフチェックシートを合わせて提出してください。 

 

※（ ）内にはチェック済み記号〝✓〟を記入し、該当がない場合は〝－〟を記入して 

空欄を作らないでください。 

 

４．交付申請書類の記入方法  

 

交付申請書類の作成にあたっては、記入例を参照の上、下記に従って作成してください。な

お、 内の番号は「【記入例】申請書（様式第 1-5・1-6）」の番号を表していますので、記入例

と対比させながら申請書類を作成してください。 

 

（１）様式第１－５（第８条第１項関係）（補助金交付申請書） 

     

1 日付 

・申請書類を提出する年月日（計画認定通知書の日付以降）を記入してください。 

 

2 認定番号 

・計画認定通知書にある番号 BFR25 で始まる 10桁の番号を記入してください。この番号は、

計画認定を受けた宿泊事業者固有の番号となり、今後の申請や報告等の際に使用します。 

 

3 補助金申請者（①旅館・ホテル等の情報及び代表者印、②法人等の情報） 

①上段に本補助金を申請する宿泊施設（旅館・ホテル等）の住所、旅館・ホテル名、代表者

名を記入し、代表者の印を押印してください。 

※代表者印は個人印でも構いませんが、事業計画認定申請書に使用した印鑑と同じ印を使用

してください。 

※宿泊施設の名称は、事業計画認定通知書に記載された名称を使用してください。 

②下段に当該宿泊施設を運営する法人等の住所、名称、代表者名を記入してください。 

※法人等の情報は、事業計画認定申請書と同一の内容を記入してください。 

 

4 補助金の申請額 

様式１－５別紙（当申請書の 2 ページ目）の補助金額の合計額が自動的に反映されます。 

 

（２）様式第１－５別紙 （補助金交付申請書の別紙詳細情報） 

    

5 認定番号（自動入力） 

2 で記入した認定番号が自動的に反映されます。 
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6 補助対象事業者（宿泊施設名）（自動入力） 

3 で記入した宿泊施設の名称が自動的に反映されます。 

 

7 補助対象事業の内容 

実施事業の内容に応じて、該当する行から事業内容を選択して記入してください。 

 ・客室における改修等を実施する場合 

  １行目を選択し、『客室における改修等』を選択 

 ・共用部における改修等を実施する場合 

  ２行目を選択し、『共用部における改修等』を選択 

  

   ※両事業を行う場合は、両事業内容を選択してください。 

 

8 補助対象事業の開始及び完了予定日 

補助対象事業の完了を予定している日付（令和 3年 2 月 28 日以前）を各補助対象事業ごと

に記入してください。 

なお、完了予定日が令和 3 年 3月以降となることは原則認められません。 

※補助対象事業の完了とは、改修工事等の完成までではなく、当該工事代金等の経費支払

いまでを完了することを必要とします。 

 

9 補助対象経費 

事業計画認定申請書（様式第１－１－２ 別紙１－３）に記載した総事業費（Ａ）を基に

事業内容ごとに記入してください。 

『客室における改修等』と『共用部における改修等』の両方の事業を実施される場合は、

両事業の合計額（様式第１－１－２ 別紙１－３のＫ欄）を記入してください。 

なお、各項目は原則消費税抜きで記入していただきますが、申請者が簡易課税事業者又は

免税事業者である場合は、これを消費税込みの額とすることが可能です。ただし、補助金額

は、『客室における改修等』と『共用部における改修等』合計 500 万円が上限となります。 

 

※補助対象経費及び補助金額は、原則として、認定された宿泊施設バリアフリー化促進事

業計画の申請額となります。 

※補助金交付後の会計検査等において、補助対象経費と認められない経費（バリアフリー

化に資さない改修等の経費）が含まれていたことが判明した場合、補助金の交付を取り

消し、返還を命じる場合がありますので、ご注意ください。 

 

  【補助対象外経費の例】 

バリアフリーの機能向上を伴わない機器等の新調や更新費用、宿泊事業者の運営費や人件

費、ランニングコスト、リース・レンタル費、中古品の取得費用、予備機器の購入費、消

耗部品費等 
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10 補助金額 

補助金額は、9 補助対象経費で記入された補助金額をもとに自動計算されます。 

なお、補助金額は、様式第１－５及び様式１－６の補助金額と一致させてください。 

 

11 事業計画と相違ないことの宣誓 

認定事業計画書及び認定計画申請時の見積書、図面等の内容と交付申請により補助金を受

けようとする補助対象事業の内容に相違ないことを宣誓していただきます。 

   なお、認定された事業計画以外の内容で補助金の交付申請をすることはできません。 

 

（３）様式第１－６（第８条第２項関係）（消費税額の取り扱い） 

 

申告日、認定番号、宿泊施設の住所・名称・代表者、会社等の住所・名称・代表者は、上

記 1～3 で記入された内容が自動的に反映されますので、宿泊施設代表者の印を押してくだ

さい。 

 

12 補助金申請額（自動入力） 

様式第１－５別紙の 10 における補助助金額（合計）の額が自動的に反映されます。 

 

13 上記補助金申請額にかかる消費税仕入控除相当額 

「０円」と記入してください。 

 

14 事業種別 消費税事業者区分 

消費税の事業者区分について課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者のうちから、該

当するものを選択してください。 

 

15 事業種別 基準期間 

個人事業主は 16 課税期間の２年前の暦年を、法人は 16 課税期間の２年前の会計年度を

記入してください。 

次の 16 の課税期間の場合、個人事業主は平成３０年１月１日～平成３０年１２月３１日

となり、法人は３月決算の場合は平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日、１１月決

算の場合は平成２９年１２月１日～平成３０年１１月３０日となります。 

 

16 事業種別 課税期間 

交付決定予定日（交付申請日から２週間後）を含む 1 年間を、個人事業主は暦年、法人は

会計年度で記入します。当該年度の開始日を記入してください。 

個人事業主は、令和２年１月１日となり、法人は、３月決算の場合は令和２年４月１日、

１１月決算の場合は令和元年１２月１日となります。 

※終了日は、入力された開始日をもとに自動計算されます。 
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（４）口座登録申請書 

 

補助金は、口座登録申請書で申請された口座に振り込まれますので、補助金の振込先とし

て希望される口座の情報を記入してください。 

 

口座登録申請書の作成にあたっては、記入例を参照の上、下記に従って作成してくださ

い。なお、○内の番号は「口座登録申請書」の番号を表していますので、記入例と対比させ

ながら申請書類を作成してください。 

 

また、振込エラーを防止するため、口座登録申請書に記載の口座情報を確認できる①通帳

の表紙、②通帳の表紙の裏の見開き（カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部

分）のコピーを添付してください。 

※インターネット銀行口座の場合は、カタカナでの名義・口座番号等を確認できる画面を

印刷して添付してください。 

 

① 認定番号 

2 認定番号で記入された内容が自動的に反映されます。 

② 住所 

3 で記入された宿泊施設の住所が自動的に反映されます。 

③ 補助対象事業者名（宿泊施設名） 

3 で記入された宿泊施設の名称が自動的に反映されます。 

④ 金融機関名称、金融機関番号、支店名称、店番、預金種類、口座番号 

通帳の表紙と表紙裏の見開きに記載されている名称・種類・番号を記入してください。 

なお、ゆうちょ銀行の場合は、口座番号は記号・番号を記入してください。振込み用の

店名・預金種目・口座番号が通帳未記載の場合は、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の窓口

へお問い合わせいただくか、下記ゆうちょ銀行ホームページでお調べください。 

http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html 

※ゆうちょ銀行の通常貯金で申請される方は「預金種類」欄の「普通」を選択してくだ

さい。 

※ジャパンネット銀行は国からの振込が出来ない金融機関ですので選択できません。 

⑤ 口座名義、住所 

振込先の口座名義・住所を記入してください。運営会社等が振込先となる場合は、③の

宿泊施設名・住所と異なっていても問題はありません。 

フリガナ欄は略語を使用ください。下記は株式会社の例です。 

・株式会社○○商事：カ）マルマルショウジ        

・○○商事株式会社：マルマルショウジ（カ 

・○○商事株式会社××営業所：マルマルショウジ（カ）バツバツ（エイ 

申請された口座に補助金が振り込まれる際には、口座の住所宛に国庫金支払振込通知書

が送付されます。 
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（５）交付申請書類のダウンロード 

交付申請書類のフォームや記入例等は、観光庁ホームページから、ダウンロードしてご利用

ください。 

 

観光庁 HP：https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000604.html 
 

※施設名称・代表者氏名等は今回の申請書類の全てで統一してください。 

 

5．交付決定通知書の受領  

 

観光庁（通知書は国土交通大臣名）では、補助金の交付申請を受けて、審査の上、補助金を

交付すべきと認めた場合は、交付決定通知書(様式第１－７)により通知します（交付申請書類

の審査には概ね２週間程度の時間を要します）。 

 

この交付決定通知書で通知される補助金額は、補助金の上限額であり、最終的な交付額は補

助対象事業完了後の審査（書面審査は又は現地調査）により決定します。交付決定時の補助対

象経費の中に補助対象外となる経費が含まれていた場合は、補助金の額の確定審査時に減額と

なりますのでご注意ください。 

 

補助対象事業の実施期間（改修工事等の発注・注文・契約から工事等の完了・経費の支払い

まで）は、交付決定の通知のあった日から令和３年２月２８日までとなります。 

これに反して、交付決定前に補助対象事業を開始（発注、注文、契約等）した場合、或いは

事業が令和３年２月２８日までに完了しない場合は、原則として補助金の交付はできませんの

でご注意ください。 

 

本補助対象事業の実施においては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」及び

「同法施行令」の定めが適用されます。 

 

本補助対象事業の実施に当たっては、観光庁ホームページに掲載の「補助対象事業実施の手

引き」を参照してください。 


